
 

平成１９年９月１０日 

 

 

協力企業作業員の負傷について 

 

 

平成 19 年９月 10 日、定期検査中の１号機タービン建屋地下１階におい

て、排風機を点検作業中の協力企業作業員が排風機のベルトとベルト車の

間に右手の指を挟まれ負傷したため、同日午後３時 15 分頃、救急車にて病

院へ搬送しました。 

診察の結果、右手中指切断、薬指・小指骨折と診断されました。  
今後、原因について調査いたします。 

 

なお、当該作業員に放射性物質による汚染はありません。 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 


